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資料２ 

  【座間市・施設型給付に移行した幼稚園用】 

平成２６年１０月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決して、子育てしやすい社会を実現するため、平成２４

年８月に子ども・子育て支援法その他関係する法律が成立しました。 

 これらの法律に基づき、幼児期の教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に進めていく、

「子ども・子育て支援新制度」が平成 27年 4月からスタートします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

■ お問い合わせ 

【幼稚園に関して】 

座間市教育部教育総務課庶務経理係 

T E L： ０４６－２５２－８３４７ 

F A X： ０４６－２５２－４３１１ 

【保育所に関して】 

座間市福祉部保育課保育係 

T E L： ０４６－２５２－７２０２ 

F A X： ０４６－２５２－７０４３ 

幼稚園新制度と  

支給認定申請のお知らせ 
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いままでは、幼稚園が決めた保育料を納付してから、私学助成制度等で利用者の方に市民税額に

応じた補助金をお支払いしましたが、新制度では市があらかじめ市民税額に応じた保育料を設定し、

入園者の方がその金額を幼稚園に納付することになります。 

同時に、施設等が教育・保育を行うために必要な経費の一部を市が給付費として支払います。こ

の給付費については、教育・保育に要する費用として確実に充てるため、利用者の皆さまへの直接

的な給付ではなく市から施設等に直接支払う仕組みになります。 

 

◆保育料は国が定める基準を基に、市が決定します。 

◆国が定める基準は、これから行われる来年度の国の予算編成の中で決定されるため、最終的な

保育料の決定は２７年３月ごろになります。 

  

国が定める基準（案）  

市民税額 推定年収＊ 保育料(月額) 

① 生活保護世帯 －  0円 

② 市民税所得割額非課税世帯 ～270万円 9,100 円 

③ 市民税所得割額  77,100円以下 ～360万円 16,100円 

④ 市民税所得割額 211,200円以下 ～680万円 20,500円 

⑤ 市民税所得割額 211,200円以上 680万円～ 25,700円 

＊推定年収は夫婦（片働き）と子ども 2 人世帯の大まかな目安です。 

同時に 2 人以上が就園している場合は 2 人目の保育料が半額、3 人目以降は無料になります。 

小学校 1～3 年の兄・姉が居る場合も同様です。 

 

 ◆保育料は年 2回計算をします。 

  保育料の基になる市民税額が毎年 6月に決定されるため、以下のとおり計算をします。 

  4月～8月まで・・・前々年度分の市民税額 （27年度の場合は 26年度の市民税額） 

  9月～3月まで・・・前年度の市民税額    （27年度の市民税額） 

 

      以下の点にご注意ください。 

 

・所得について未申告の方がいる世帯は国が定める基準の⑤となります。 

・修正申告等で所得割額が変わる場合、保育料も変更となることがあります。 

・各年 1月 1 日に座間市外に住民票がある方、別世帯だが同一生計者の居る方、 

       ご世帯にアメリカ合衆国軍隊の軍人軍属である世帯の方は別途書類が必要です。 

       ４ページの表をご確認ください。 

１・保育料の減免制度が変わります 
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就学前の子どもの教育・保育を保障するため、「支給認定制度」が導入されます。施設型給付の幼

稚園や保育所、認定こども園などの利用を希望する方は、「支給認定」を受ける必要があります。別

紙の支給認定申請書にご記入いただき、幼稚園にご提出ください。すでに在園中の方も申請をお願

いいたします。記入に当たっては、別紙記載例をご確認ください。 

 

利用を希望する方 施設型給付の幼稚園 座間市 

 

 

  応募 

 

 

 

 

認定申請書の提出   

 

 

 

 

認定証等の受領   

 

 

 

園児募集（願書配布） 

      

※定員超過などがあれば、 

面接等の選考 

 

 

   

認定申請書の提出（経由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定申請書を受理 

 

認定手続き、保育料の決定の 

ため、市民税額の確認等 

 

認定証の交付 

（平成２７年４月予定） 

 

 

◆なお、認定は次の３区分となります。幼稚園を利用される方は１号認定です。 

認定区分 対象者 主な利用先 

１号認定 
３歳以上のお子さんで、保育を必要とせず、教育（幼稚園）を

希望する方 

幼稚園 

認定こども園＊ 

２号認定 
３歳以上のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、 

家庭において必要な保育を受けることが難しい方 

保育所 

認定こども園＊ 

３号認定 
３歳未満のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、 

家庭において必要な保育を受けることが難しい方 

保育所 

認定こども園＊ 

小規模保育＊ 

家庭的保育＊ 

事業所内保育 

 ＊認定こども園、小規模保育、家庭的保育は現在座間市にはありません。 

２・認定制度が始まります 

入園の内定 

利用契約の締結 
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施設型給付費支給認定申請書記入にあたって 

調書の「世帯状況欄」には、次の⑴～⑸いずれかに該当する方全員を記載して下さい。 

⑴ 単身赴任などで一時的に別居しているが生活の基盤となる仕送りをしている保護者等 

⑵ 園児を市町村民税算定上、扶養控除の対象にしている方 

⑶ 園児を健康保険等において扶養家族としている方 

⑷ 園児と同じ住民票に記載されている方【例：父母、兄弟姉妹、祖父母、おじ、おば、同居人】 

⑸ 園児と住民票は別であるが同じ家屋に居住している方（ただし、玄関が完全に別々である場

合や同じ家屋で生活しているが、電気・ガス・水道等の公共料金の支払いが完全に別々であ

る２世帯住宅の場合で上記の（1）～(3)のいずれにも該当しない場合は別世帯として認定

しますので記載しないでください） 

 

◆ 次の方は申請書とは別に添付書類が必要です。書類丌備の場合は未申告とみなされることがあ

ります。申請時に間に合わない場合は、教育総務課までご連絡ください。 

書類の必要な世帯 必 要 書 類 

① 平成２６年１月１日に、 
座間市以外に住民登録が
あった方を含む世帯 

平成２６年１月１日に住民登録があった市町村で発行された次の書類 

・「平成２６年度市民税・県民税課税（非課税）証明書」又は「平成２
６年度市町村民税・県民税・特別徴収税額の通知書」 

※市民税住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）を受けている
方は控除額の分かるものも添付してください。 

② 保護者が単身赴任など
で市外（国内）に住んで
いる世帯 

 
① 必要書類と同じ 
 

③ 平成２６年１月１日に、 
国外に居住していた世帯   

（保護者の単身赴任を含む） 

・給不支払額証明書等 

書式は任意ですが、源泉徴収票に準じた内容で作成し、勤務先の代

表者が証明したもの。 

平成２５年中の国内収入と国外収入を含み、所得控除が記載されて

いるもの。 

④ 座間市に住民登録がある
保護者の配偶者又は保護
者両人がアメリカ合衆国
軍隊の軍人軍属である世
帯 

・Form Ｗ－２ ２０１３ 
（収入及び所得控除に該当する項目等が必要になります。各項目には
和訳文をつけてください。） 
 

⑤ 生活保護受給世帯 
 
・「生活保護受給票」の写し 
 

⑥ 平成２６年度の市県民税
が未申告の人がいる世帯
（収入の有無にかかわら
ず） 

平成２６年１月１日に住民登録をしていた市町村で申告を行い、次の

書類を提出してください。 

・座間市以外で申告をされた方：その市町村で発行される平成２６年

度市民税・県民税課税（非課税）証明書 

・税務署で申告をされた方：税務署の受付印のある申告書の写し 

※市民税住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）を受けている

方は控除額の分かるものも添付してください。 
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